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第１章 はじめに 

１ 合併の必要性 

（１）合併をめぐる時代背景 

①地方分権と独自な地域づくり 

地方分権の流れが加速する中で、自立した行政サービスの提供を行うためには、

身近な基礎的自治体の行財政基盤の強化が急務となっています。また、地域の活力

を高め、住民の快適な生活をより確かなものにしていくためには、従来の市町の枠

組みを越えた広域的な連携の強化が重要になっています。 

一方、各地では、地域の個性を活かしたまちづくりや地域の課題解決に向けた住

民の自らつくり運営する活動が活発になっています。特に近年、ボランティア組織

や自発的な住民活動組織（ＮＰＯ等）の活動が大きな広がりをみせつつあります。 

そのため、これからの社会は、行政と住民のそれぞれが広域的連携を強化して活

動体制を充実し、共に協働しながら、自立分権型の社会システムを構築していく必

要があります。 

 

②加速する少子高齢化への対応 

少子化の進展は、若年人口の減少につながり、これが社会活動の停滞を招いたり、

まちの活力低下につながるなどの可能性を高くしています。また、子どもたちの社

会性や、同世代や異世代との遊びから生まれる創造力の醸成の機会を失う恐れさえ

あります。 

さらに、高齢化が進むことによって、高齢者介護を取り巻く問題や医療、年金な

どの財政負担が増大し、行政サービスの中でその比重が飛躍的に高まることになり

ます。 

このため、広域的連携を強化して、地域ぐるみの子育て支援体制の確立や子ども

が伸びやかに成長できる環境づくり、さらには高齢になっても元気で安心して生活

できる環境づくり、高齢者や障害者にやさしい施設の整備やまちづくりなど、生涯

を託せる地域づくりの視点が重要になっています。 

 

③自然環境の保全・利活用 

自然環境の保全は地球規模の問題となっています。新市においても、住宅地から

田園、水辺、山林にいたる多彩でうるおいのある好環境のもと、住民の快適で安全

な生活を確保し、生産基盤として、さらに、やすらぎやレクリエーション、交流の

場として活用するため、保有している貴重な資源でもある自然環境を保全していく
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第１章 はじめに 

必要があります。また、省資源・省エネルギー・リサイクルを進め、自然と共生し

ていく循環型社会の形成が求められています。 

このため、市町の枠組みを越えた広域的連携を強化して、環境を保全・活用する

社会のシステムを構築していく必要があります。 

 

④情報化社会への対応 

インターネットやＣＡＴＶの急速な普及によって、情報ネットワーク社会が拡大

し、情報通信基盤の技術や、ソフトウェアがめざましく進展しています。 

情報通信基盤の整備は、在宅勤務や遠隔地勤務体制の普及等による就業機会の増

大、教育機会の拡充や地域文化・特産品情報の発信、生産者と消費者の交流促進、

障害者の社会参加機会の増大、地方における高度な医療の受診機会の拡充や在宅医

療の充実など、時間と距離の壁を取り除き、社会のあらゆる分野に効果をもたらし

ています。そのため、これからの社会は、市町の枠組みを越えた広域的連携を強化

して、高度情報通信基盤のより一層の整備を進め、高度情報ネットワーク社会の構

築に取り組む必要があります。 

 

⑤価値観・生活様式の多様化 

現在の日本社会は、経済的な豊かさを達成した後、バブル経済崩壊後の長期にわ

たる景気の低迷や、経済活動のグローバル化のもとで、大量生産・大量消費に象徴

される産業構造から、産業のソフト化、サービス化、知識集約化、情報ネットワー

ク化による新しい産業構造へと移行しつつあります。 

そのような中、国民の価値観も生産中心主義、量的価値重視から、生活、文化、

環境、安全などの人間的・質的価値重視へと変化し、一人ひとりの価値観や生活様

式も多様化しつつあります。そして、生活を楽しみ、自らの主体的で個性的な生き

方を通して、生活の質を高める方向へと変化しています。 

これに伴い、行政需要もますます多様化・高度化しており、行政組織のあり方や

広域的な事業実施方式の再構築などへの対応が求められています。 
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第１章 はじめに 

（２）合併の必要性 

①地方分権の推進と行財政能力の向上のために 

地方分権の推進に対応するために、２市町は合併によって、効率

的な行政システムの確立と財源の確保を図る必要があります。 

時代の大きな潮流となっている地方分権は、住民に身近な行政の権限をでき

る限り地方自治体に移し、その創意工夫による行政運営を推進できるようにす

るための取り組みです。その推進は、主体となる地方自治体の権限と責任を大

きく拡大することとなり、自治体の自己責任能力の向上が強く求められる時代

となっています。このような中、藤岡市・鬼石町ともに、地方分権を推進して

いくために行政能力の質的・量的向上が必要となっています。 

一方で、国や自治体は財政の著しい悪化により財政構造改革という重い課題

を背負っています。国と地方を合わせた借金は、平成 16 年度末で 719 兆円程度

（うち地方分 204 兆円程度）と見込まれています。特に、今後、地方交付税や

国庫補助金の削減などにより自治体の財政は、さらに厳しさを増すことが予想

されます。 

これらの課題解決のためには、２市町が合併することによって、地方分権時

代にふさわしい行政システムの確立を図るとともに、財政規模の拡大による財

政基盤の強化、さらには合併によりもたらされる国による財政支援措置の活用

や経費削減効果等を活かした財源の確保を図ることが必要です。 
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②少子高齢化をはじめ、より高度化・多様化する行政需要に対応するために 

少子高齢化の進行や生活基盤整備など高度化・多様化する行政需

要に対応するため、２市町は合併して行財政能力の強化を図る必要

があります。 

少子高齢化が進むということは、「税を負担する人が減り、税によりサービス

を受ける人が増える」ということです。２市町とも、下表のとおり、少子高齢

化の進行が目立ってきており、社会保障にかかる財政負担は増加していくと見

通されます。さらに環境対策や生活基盤整備、高度情報基盤整備など、社会潮

流の変化に伴い行政需要はますます多様化、高度化していくことが見通されま

す。これらに適切に対応していくためには、一層の財政基盤の強化、専門的職

員の育成・拡充、各種公共施設の効率的な活用と適正配置の推進などの総合的

な行財政能力の強化が必要となります。 

これらのことから、２市町の合併により管理部門職員・業務の削減・効率化

を進める一方で住民サービス部門の専門職員・業務の充実を図って、住民サー

ビスの維持確保に努めるなどの対応が必要となります。 

 
〈２市町合計の年少人口、老年人口の推移〉 

（単位：人、％） 

年
項目 

昭和60年 平成２年 平成７年 平成12年 

総人口 66,124 69,413 70,528 70,220 

年少人口 15,134 13,303 11,874 10,752 
(14歳以下) (22.9) (19.2) (16.8) (15.3) 

老年人口 7,584 8,973 10,776 12,685 

 

(65歳以上) (11.5) (12.9) (15.3) (18.1) 
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第１章 はじめに 

③住民の自治能力を高め参画と協働のまちづくりを一層推進するために 

これからのまちづくりは、住民と行政が協働して進めていくこと

が基本であり、２市町は合併して住民の自治能力の強化を図る必要

があります。 

地方分権の推進に伴い市町村には自己責任能力が強く求められる一方で、国

は危機的状況に陥っている財政の立て直しのため国庫補助金や地方交付税等を

大幅に削減し、市町村の財政的自立をも求めてきているとみることができます。 

このような中、住民の行政需要は、ますます高度化・多様化していくことが

見通されており、これに対応するため行財政能力の強化を図るための合併の必

要性がうたわれていますが、現実には行政サイドの対応だけでは不十分なこと

が多くあります。これだけ財政状況が厳しく、住民意識の高度化・多様化が進

んだ段階では、基本的に行政はこれまでのやり方で住民ニーズを満たすことは

難しくなっています。行政で対応できないことは、住民自らの参画と協働と相

応の負担とによって対応していくという住民の自治意識・能力の強化が重要な

ことといえます。 

今回の合併問題の検討を通して２市町住民のまちづくり参画意識の一層の高

まりに期待するとともに、多様な分野で住民の“参画と協働によるまちづくり”

を進めるためには、多分野にわたる専門的知識や能力を有する多数の住民の存

在が必要であり、合併によって人口規模が大きくなることにより、より多数か

つ多分野にわたる住民参画が可能となり住民の自治能力の強化が図られること

が期待されます。 
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第１章 はじめに 

④豊かな資源を活用し、より自立度の高いまちになるために 

２市町は歴史・文化・自然・産業というそれぞれの個性ある資源

を有しており、これを活用することによってさらに自立度の高いま

ちになります。 

２市町は群馬県の南西部に位置しており、地理的な連続性とともに、買い物、

医療、文化、産業面での交流もあり、特色ある文化を持つ一体性の強い地域で

もあります。 

２市町が合併することにより、それぞれの市町が持つ個性ある資源を活用す

ることができ、さらに産業間の連携によって相乗効果が高まり、自立度の高い

中核都市となります。しかし、現実には、２市町の産業はそれぞれ課題を抱え

ており、市場規模・生産規模の拡大効果等を活かすとともに、思い切った産業

振興策を打ち出すことが必要になります。 

 

〈２市町の位置〉 
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第１章 はじめに 

 

２ 計画策定の方針 

（１）計画の趣旨 

本計画は、「市町村の合併の特例に関する法律」第５条に基づく法定計画とし

て作成するもので、新市のまちづくりを進めていくための基本方針を定め、こ

れに基づく建設計画として策定し、新市の速やかな一体化を促進し、地域の均

衡ある発展と住民福祉の向上を図るための方策を示すものです。 

なお、新市のまちづくりの詳細かつ具体的な内容については、新市において

策定する基本構想・基本計画などに委ねるものとします。 

 

（２）構成 

本計画は、新市建設の「基本方向（将来像）」と、基本方向の実現のための「新

市建設の基本施策」、「新市における群馬県事業」、「公共施設の統合整備の基本

的考え方」、計画期間中の「財政計画」を中心として構成しており、新市建設計

画と呼称します。 

 

（３）期間 

本計画の期間は、将来を展望した長期的な視点に立つものとし、平成 18 年度

から 10 年度間（平成 18 年度～平成 27 年度）について定めるものとします。 

 

（４）行財政運営の方針 

公共施設の整備については、住民生活に急激な変化を及ぼさないよう十分に

配慮するとともに、地域のバランスや財政事情を考慮しながら逐次整備してい

くものとします。 

財政計画については、健全な財政運営に努め、地方交付税、国や県の補助金、

地方債等の依存財源を過大に見積もることのないようにし、健全な財政運営が

行われるようするものとします。 

また、行政運営に支障のない範囲で職員定数の削減及び適正配置を図りなが

ら、組織の効率化に努めるものとします。
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第２章 新市の概況 

１ 位置と地勢 

２ 人口と世帯 

 



 

 

 

 

 



 

 

第２章 新市の概況 
 

１ 位置と地勢 

（１）位置と地勢、面積 

新市は群馬県南西部に位置し、東は新町・埼玉県上里町・埼玉県神川町、西

は下仁田町、南は神流町・埼玉県吉田町・埼玉県神泉村、北は玉村町・高崎市・

吉井町・甘楽町と境界を接しています。 

主な山岳には西部に赤久縄山（1,522ｍ）と御荷鉾山（1,286ｍ）があり、湖

沼としては南部に神流湖（3.27ｋ㎡）、一級河川には上野村から市内を経て埼玉

県へ流れる神流川、市内から高崎市で鏑川に合流する鮎川があります。市域は

西南に主要山岳があり標高が高く、北東に行くにしたがい平野部が広がる地勢

となっています。 

新市の面積は 180.09ｋ㎡となります。 

 

〈新市の位置〉 
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第２章 新市の概況 
 

〈２市町の面積・位置〉 
 

項目 

 

市町名 

面積 役所・役場所在地 東経 北緯 

藤岡市 127.64 藤岡市中栗須 327 139°04′41″ 36°15′19″

鬼石町 52.45 
多野郡鬼石町大字鬼

石 235－10 
139°03′55″ 36°09′28″

合 計 180.09    

平成 15 年４月１日現在  （資料：全国都道府県市区町村別面積調、各市町） 

 

（２）２市町の概要 

貴重な歴史文化資源や共通の気象条件を保有している２市町は、古くから交

流が盛んに行われてきました。各市町の概要は以下のとおりです。 

■藤岡市■ 

藤岡市は、関越自動車道と上信越自動車道の結節点にあたる藤岡ジャンクシ

ョンがあり、交通の要衝地として発達してきました。また、市北部の平坦地に

は市街地を有し、南西部には緑があふれ清流が輝く豊かな自然に囲まれていま

す。戦国時代には上杉憲定が平井城を築いて関東に君臨し、江戸時代には日野

絹の集散地として栄えました。古くから交通の要衝地であったため、多くの文

化も生み出され、数学者の関孝和や医学者の伊古田純道など多くの歴史的偉人

を輩出しています。また、地場産業である瓦産業は千年以上の歴史があり、「藤

岡瓦」と呼ばれ、その製造過程には今も匠の技が受け継がれています。 

藤岡市の沿革をみると、昭和 29 年の市制施行の後、昭和 30 年に平井村、日

野村を編入して現在の藤岡市となっています。 

 

 

 

 

 

（明治22年）
藤 岡 町 （昭和30年３月１日編入）
神 流 村
小 野 村 藤　岡　市 藤　岡　市 藤　岡　市
美土里村 （昭和29年４月１日市制施行）
美九里村

平 井 村　　
日 野 村　　
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第２章 新市の概況 
 

■鬼石町■ 

鬼石町は、神流川流域の谷口集落として発展し、県内でも有数のスギ・ヒノ

キなどの木材集産地として栄えました。昭和 43 年には下久保ダムが建設され、

ダムとともに歩んできた歴史を有します。国指定の名勝及び天然記念物の冬桜

の咲く桜山公園や山奥を流れる渓流など、美しい自然に包まれています。地場

産業の造園業で使われる三波石の産地で、三波石峡はもう一つの国指定名勝及

び天然記念物となっています。また、林業では群馬県三大林業地帯の一つで、

県産材センター建設が予定され、林業のより一層の振興が期待されています。

町では定住対策の一環として、町有林産材無償交付事業と称して、定住希望者

に住宅一棟分の間伐材を無償提供するなど、ユニークな取り組みも行われてい

ます。 

鬼石町の沿革をみると、明治 22 年に１町１村が合併し、昭和 29 年に鬼石町、

三波川村、美原村が合併して現在の鬼石町となっています。 

 

 

 

 

 

鬼 石 町
（明治 22 年） （昭和 29 年 10 月１日町制施行）

鬼 石 町 
鬼 石 町 三波川村 鬼 石 町 

浄法寺村 
美 原 村
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第２章 新市の概況 
 

２ 人口と世帯 

（１）人口 

①総人口 

２市町の人口推移を昭和60年から平成12年までの４回の国勢調査でみると、

総人口は増加傾向にあります。平成12年の２市町合計の総人口は70,220人で、

昭和 60 年の 66,124 人から 4,096 人の増加となっています。 

 

〈総人口の推移〉 
 

年平均伸び率 年 

市町名 

昭和60年 平成２年 平成７年 平成12年
S60～H２ H２～H７ H７～H12

藤岡市 57,082 60,981 62,676 62,951 1.33 0.55 0.09

鬼石町 9,042 8,432 7,852 7,269 △1.39 △1.42 △1.53

合 計 66,124 69,413 70,528 70,220 0.98 0.32 △0.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

57,082
60,981 62,676 62,951

9,042 8,432 7,852 7,269

66,124
69,413 70,528 70,220

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

昭和60年 平成２年 平成７年 平成12年

藤岡市

鬼石町

合計

単位：人

（資料：国勢調査） 
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第２章 新市の概況 
 

②３階層別人口 

２市町の年齢階層別（３階層別）人口の推移をみると、年少人口（14 歳以下）

は毎回減少傾向にあり、生産年齢人口（15 歳～64 歳）は平成７年まで増加傾向

にあったものの、平成 12 年には減少に転じています。老年人口（65 歳以上）

は昭和 60 年から一貫して増加傾向にあります。このことから、少子高齢化が着

実に進行していることがわかり、その対策が課題といえます。 

 

〈３階層別人口の推移（２市町合計）〉 
（単位：人、％） 

年平均伸び率 年 
 
項目 

昭和60年 平成２年 平成７年 平成12年
S60～H２ H２～H７ H７～H12

総人口 66,124 69,413 70,528 70,220 0.98 0.32 △0.09

年少人口 15,134 13,303 11,874 10,752

(14歳以下） (22.9) (19.2) (16.8) (15.3)
△2.55 △2.25 △1.97

生産年齢人口 43,406 47,137 47,877 46,781

(15～64歳） (65.6) (67.9) (67.9) (66.6)
1.66 0.31 △0.46

老年人口 7,584 8,973 10,776 12,685

 

(65歳以上） (11.5) (12.9) (15.3) (18.1)
3.42 3.73 3.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）総人口には、平成７年に１人、平成 12 年に２人の年齢不詳を含む。（資料：国勢調査） 

昭和60年 平成２年 平成７年 平成12年

7,584

43,406

15,134

8,973

47,137

13,303

10,776

47,877

11,874

12,685

46,781

10,752

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

年少人口

生産年齢人口

老年人口

単位：人

66,124 69,413 70,528 70,220
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第２章 新市の概況 
 

（２）世帯の推移と現状 

２市町の世帯数の推移をみると、昭和 60 年以降増加傾向にあり、平成 12 年

は 22,891 世帯で、昭和 60 年の 18,178 世帯から 4,713 世帯の増加となっていま

す。１世帯当たり人数は減少傾向が続いており、核家族化や世帯の多様化が進

行していることがうかがえます。 

 

〈世帯数の推移〉 
（単位：人、％） 

年

 

市町名・項目 

昭和 60 年 平成２年 平成７年 平成 12 年

世 帯 数 15,775 18,035 19,634 20,590
藤岡市 

一世帯当人数 3.62 3.38 3.19 3.06

世 帯 数 2,403 2,335 2,340 2,301
鬼石町 

一世帯当人数 3.76 3.61 3.36 3.16

世 帯 数 18,178 20,370 21,974 22,891
合 計 

一世帯当人数 3.64 3.41 3.21 3.07

 

15,775

18,035

19,634
20,590

2,403 2,335 2,340 2,301

18,178

20,370

21,974
22,891

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

昭和60年 平成２年 平成７年 平成12年

藤岡市

鬼石町

合計

単位：人単位：世帯

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（資料：国勢調査） 
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第３章 新市の特性と課題 

１ 新市の活かすべき特性 

２ 住民の意識と期待 

 



 

 

第３章 新市の特性と課題 

１ 新市の活かすべき特性 

新市としてまちづくりを進めるにあたって、その特性を把握することは重要

であり、その特性を活かすまちづくりによって、個性や地域資源はさらに磨か

れ、これらの相乗効果によって、さらに個性の際立つ新市が誕生することにな

ります。 

 

 

 

 

特 性１

自動車交通の要衝にあり、全国に情報発信するとともに交流の進むまち 

新市は、群馬県の南西部にあり、埼玉県と接しており、上信越自動車道の藤

岡インターチェンジを有し、藤岡ジャンクションで関越自動車道に接続して、

わが国中央部の結節点として重要な位置づけを担っています。さらに、北関東

自動車道の接続により自動車交通の要衝としての位置はより一層高まり、全国

への情報発信が進むとともに、広域交流拠点として大きな役割を果たすことに

なります。 

 

 

 

 

 

特性２

美しい山や川などの優れた自然環境と市街地が共存し、快適な暮らしを演出する

まち 

変化に富んだ自然が地域の景観を特徴づけており、全国にその名を知られた

桜の名勝や美しい山や川などの優れた自然環境を保有しています。また、北東

部の市街地は、都市の中心機能を有し、豊かな自然環境と相まって、休養・レ

クリエーションなど県央地域や首都圏に開かれたグリーンフロントとしての機

能の一端を担っています。これらの諸条件は、その活用によって、住民の快適

な暮らしを演出することにつながります。 
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第３章 新市の特性と課題 
 

 

 

 

 

特性３

長い歴史に培われた歴史風土や伝統文化を新しい文化創造に向けるまち 

新市は、国指定史跡である白石稲荷山・七輿山古墳をはじめ、古墳時代に造

営された東国有数の古墳群が分布しており、室町時代には関東管領上杉氏の居

城であった平井城が築かれ長期にわたる東国支配の拠点でした。また、江戸時

代には「日野絹」の交易を通じて江戸等の文化が流入し、和算学者の関孝和や

浮世絵師の菊川英山をはじめ多数の人材を輩出してきました。このような歴史

風土や伝統文化は今後のまちづくりや新しい文化の創造に向けて重要な役割を

果たすものとなります。 

 

 

 

 

特性４

子育て支援を柱に福祉や教育が充実し、若者の定住を促すまち 

現在、医療費の無料化を小学校３年生まで行っており、平成 16 年度からは、

小学校４・５・６年生の入院治療費に関わる医療費の無料化も行っています。

また、障害児の学童保育も手がけるなど子育て支援も進めています。優れた自

然環境と制度のもとで子育てが出来るという特色を活かし、医療・福祉・教育

にまでその特性を高めていくことが求められています。 

さらに、次代を担う子ども達がすくすく育つよう、施設の整備や保育内容の

充実など幼児教育に力を注いでいます。こうした子育て支援は、次代を担う人

材育成の基礎づくりとなります。また、中学生の海外派遣を続けた経緯もあり、

国際交流によって得られる成果を教育に活かしています。こうした取り組みは

地域での子育てを希望する若者の定住にもつながり、まちの活力を生み出すこ

とになります。 
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第３章 新市の特性と課題 

 

 

 

 

特性５

病院を核に保健・医療・福祉のネットワーク化と充実を進めるまち 

病院を中核にして、総合保健福祉センター、老人保健施設を有し、これらが

一体的に機能して、住民が安心して暮らせるまちづくりの基礎が形づくられて

います。このネットワークは、地域包括医療機関として全国でも有数のもので

あり、これから進んでいく少子高齢社会に、地域づくりの要としての役割を果

たすことになります。 

 

 

 

 

特性６

名石「三波石」を産出し、全国でも有数の造園のまち 

国の名勝である三波石峡を有し、天然記念物である天下の名石、三波石を産

出します。地場産業としての造園業は全国有数の数と質を誇ります。地域産業

が元気を出すことは経済の発展と雇用の確保につながるものであり、地域経済

の隆盛に欠くことのできない要件です。 

 

 

 

 

特性７

住民と行政が身近で協働によるまちづくりを進めるまち 

市民の行政に対する関心は高いものがあり、排他性のない住民性とともに、

郷土への愛着も強いものがあります。また、こうした住民性を背景に、多様な

住民団体やコミュニティ活動が組織されており、住民と行政の協働による透明

性の高いまちづくりが進められています。こうした住民性を守り育て、これま

で以上に様々な分野でのまちづくりに活かしていくことが必要です。 
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第３章 新市の特性と課題 
 

２ 住民の意識と期待 

平成 16 年６月に合併に関するアンケート調査を行い、藤岡市にお住まいの方

の中から無作為に選んだ 2,200 人に、「藤岡市と鬼石町の合併に伴うまちづくり

に何を期待しますか」と聞いたところ（回答数 891 人、回収率 40.5％）、「人に

やさしい保健・医療・福祉の充実した保健福祉のまち」が 28.6％と一番多く、

次いで、「自然や環境の保全・創造を優先する環境にやさしいまち」が 14.7％、

「快適で安全な住環境の整備を優先する快適住環境のまち」が 12.5％、「生涯

学習活動や芸術・文化・スポーツ活動が活発な生涯学習・文化のまち」が 9.0％

などと続いています。 

このことから、まちづくりの方向としては、保健・医療・福祉を充実させつ

つ、自然環境を保全・創造し、快適で住みやすい、地域の個性を尊重する生涯

学習・文化のまちづくりを中心として、各施策を積極的に進めることが求めら

れているといえます。 

 

〈合併に伴うまちづくりに期待すること〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n=891　(%)

14.7

12.5

9.0

7.7

7.7

7.2

6.8

3.2

1.2

28.6

0 10 20 30

やさしい保健・医療・福祉の充実した保健福祉のまち

自然や環境の保全・創造を優先する環境にやさしいまち

快適で安全な住環境の整備を優先する快適住環境のまち

生涯学習活動や芸術・文化・スポーツ活動が活発な生涯学習・文化のまち

企業誘致や地場産業の振興による商工業のまち

学校教育の充実した教育のまち

観光・レクリエーションや交流事業を進める観光・交流のまち

住民が自発的にまちづくりを行う住民参加のまち

歴史的遺産を大切にし、まちづくりに生かす歴史のまち

農林水産業を中心として発展する農林水産業のまち

人に

注）グラフ中のｎは、回答者数。 
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第４章 新市建設の基本方針 

１ 新市のまちづくりの基本方向 

２ 新市の将来像 

３ 将来像実現のための基本施策 

４ 人口の見通し 

５ 土地利用の方向 

 



 

 

第４章 新市建設の基本方針 

１ 新市のまちづくりの基本方向 

地域特性・資源の分析等を踏まえて、新市としてめざすべきまちづくりの基

本方向を定めると次のとおりとなります。 

 

 基本方向１

「生活実感が持て、自然環境を重視する」暮らし優先のまちづくり  

四季が多彩な自然条件を活かした環境と共生するまちづくりを進めるととも

に、この地域で暮らすことができる生活実感を大切にしたまちづくりを進めま

す。 

基本方向２

「保健・福祉・医療のネットワーク」を活かした元気なまちづくり  

子育て支援から高齢者支援施策まで、保健・福祉・医療活動に力を注ぎ、生涯

を通じて一人ひとりが輝いていられる、元気なまちづくりを進めます。 

基本方向３

「活発な産業活動と交流」により全国に情報発信するまちづくり  

 新市ならではの地域特性や資源を活かし、第１次産業から第３次産業までを振

興し、全国に情報発信する交流のまちづくりを進めます。 

基本方向４

「参画と協働で創る」地域主権・住民主権のまちづくり  

 あらゆる場面で住民参画が確保される、住民と行政が協働して行政施策を推進

する、住民自治・地域主権の仕組みづくり、まちづくりを一層推進します。 
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第４章 新市建設の基本方針 

２ 新市の将来像 

新市としてめざすべきまちづくりの基本方向を踏まえて、新市の将来像を次

のとおり設定します。 

 

 

 

 

新市の将来像は、合併の必要性、新市の活かすべき特性、新市のまちづくりの

基本方向を総合的に勘案し、新しい時代に向けて新市が歩んでいく姿を表現して

おり、新市のまちづくりの象徴となるものです。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

自然の持つ力と活発な人の営みが調和し、地域に息づく歴史的・文化的資源を

活用し、創造的な文化活動や豊かな産業活動が活発に行われ、健康で幸せに生き

ることができる都市を市民みんなでつくり上げようという意志を表現していま

す。 

 

 

 

 
新 市 の 将 来 像 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

自然と人のちからが結びあい 

市民がつくる環境・健康・福祉都市をめざして 
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第４章 新市建設の基本方針 

３ 将来像実現のための基本施策 

新市の将来像「自然と人のちからが結びあい市民がつくる環境・健康・福祉

都市をめざして」の実現を図るため、次のとおり６つの基本施策を定めます。 

 

[新市のまちづくりの基本方向]    ［新市の将来像］       ［基本施策（６つの柱）］

自
然
と
人
の
ち
か
ら
が
結
び
あ
い 

 
 

市
民
が
つ
く
る
環
境
・
健
康
・
福
祉
都
市
を
め
ざ
し
て 

自然と共生する美しい環

境・安全の都市
ま ち

 

「生活実感が持て、自然

環境を重視する」暮らし

優先のまちづくり 

助け合いともに生きる生

涯現役の都市
ま ち

 

「保健・福祉・医療のネ

ットワーク」を活かした

元気なまちづくり 
個性あふれ次代を担う学

習文化の都市
ま ち

 

地域の活力を創造する産

業交流の都市
ま ち

 「活発な産業活動と交

流」により全国に情報発

信するまちづくり 
住む喜びを実感できる生

活優先の都市
ま ち

 

かたらいとふれあいのあ

る参画協働の都市
ま ち

 

「参画と協働で創る」地

域主権・住民主権のまち

づくり 
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第４章 新市建設の基本方針 

 

１．自然と共生する美しい環境・安全の都市
ま ち

豊かで優れた自然とともに、安全で安心して暮らすことのできるまちづくり

が望まれています。このため、自然環境の保全、景観の保全を計画的に進める

とともに、身近な公園の整備や緑のネットワーク形成に努めます。 

また、上水道の整備、下水道の整備を効果的に進めるとともに、資源循環型

社会づくりに向けて環境衛生対策の充実に努めます。 

さらに、消防・防災体制の強化を図り、住民の生命と財産を守るとともに、

交通安全・防犯体制の充実、消費者対策の充実に努めます。 

施策の体系は次のとおりです。  

                  

 

 

                  

環境との共生の総合的推進 

公園・緑地・水辺の整備 

上下水道の整備 

環境衛生対策の充実 

消防・防災対策の充実 

交通安全・防犯体制の充実 

消費者対策の充実 

 

      

 

 

自然と共生する美し

い環境・安全の都市
ま ち

 

           
 

２．助け合いともに生きる生涯現役の都市
ま ち

乳幼児から高齢者まですべての住民が、地域のなかで支え合いながら健康

で元気に暮らせるよう、保健・福祉・医療のネットワーク化をより一層進め

て、地域福祉対策やボランティア活動、健康づくり活動などの充実に努めま

す。 

また、若い世代が安心して子どもを産み、地域に見守られゆとりを持って

育てていくことができる子育て支援の環境づくりから、高齢者や障害者の介

護・自立支援の環境づくり、生きがい対策、シルバーパワーの活用まで、総

合的・有機的な福祉施策を推進します。 
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第４章 新市建設の基本方針 

施策の体系は次のとおりです。 

                  

 保健・医療体制の充実 

地域福祉の推進 

子育て支援施策の推進 

高齢者施策の充実 

障害者施策の充実 

社会保障の充実 

 

 

 

 

 

 

 

３．個性あふれ次代を担う学習文化の都市
ま ち

総合的な生涯学習環境の整備を図り、未来のまちを担う心豊かで個性と創

造性あふれる人材の育成と、生涯を通じて学び続け、その成果を活かすこと

ができる生涯学習のまちづくりを進めます。 

また、生きる力を育む学校教育の推進や地域に密着した特色ある学校づく

りをはじめ、住民主体の芸術・文化・スポーツ・交流活動、特色ある文化財

や史跡の保護・活用を積極的に支援・促進していきます。 

施策の体系は次のとおりです。  

       

                 

助け合いともに生き

る生涯現役の都市
ま ち

 

個性あふれ次代を担

う学習文化の都市
ま ち

 

      生涯学習社会の形成 

幼児教育・学校教育の充実 

生涯スポーツの振興 

青少年の健全育成 

地域文化の継承と創造 

交流活動の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ４．地域の活力を創造する産業交流の都市
ま ち

生産基盤の整備や生産技術の高度化、環境保全に配慮した農林業の推進、

担い手の育成などを一体的に進め、「地産地消」の考え方を導入しつつ、産業
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第４章 新市建設の基本方針 

間連携など第１次産業の高度化と発展を図ります。 

また、地場産業の活性化をはじめ、商業環境の整備、交通の利便性を活か

した企業誘致の推進、豊かな緑と水の自然や生涯学習・文化振興とも連携し

たふれあいの観光・交流活動の充実に努め、地域産業の活力の醸成を図りま

す。 

施策の体系は次のとおりです。  

       

                       農業の振興 

林業の振興 

商業・サービス業の振興 

鉱工業・地場産業の振興 

観光・観光関連産業の振興 

雇用機会の確保と安定 

 

 

 

 

 

 

                      

５．住む喜びを実感できる生活優先の都市
ま ち

計画的な土地利用の推進や魅力ある市街地環境の整備、定住の基礎となる快

適で個性的な住宅の整備を進めます。 

また、新市の一体感を増す道路・情報ネットワークの整備を進め、わが国中

央部の交通結節地域にふさわしい、その機能をさらに高める生活基盤づくりに

努めます。 

施策の体系は次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

地域の活力を創造す

る産業交流の都市
ま ち

 

住む喜びを実感でき

る生活優先の都市
ま ち

 

計画的な土地利用の推進 

市街地の整備 

道路ネットワークの整備 

住宅の整備 

公共交通の充実 

情報ネットワークの整備 
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第４章 新市建設の基本方針 

６．かたらいとふれあいのある参画協働の都市
ま ち

自己決定・自己責任という地方分権時代の到来を背景に、住民主導・地域

主導のもとにまちづくりが効果的に進められるよう、コミュニティ活動や地

域づくり活動等を一層支援・促進します。 

また、情報公開機能の強化、個人情報保護の強化、各種計画策定や行政活

動への住民参画の仕組みづくりの充実、多様な住民団体やボランティア、Ｎ

ＰＯの育成・支援、民間活力の導入等による住民と行政のパートナーシップ

の確立のもと、参画と協働のまちづくりを進めます。 

さらに、これらを支える行政組織・機構の見直しや職員の意識改革と資質

の向上、財政運営の効率化、電子自治体の構築などを計画的に進めます。 

施策の体系は次のとおりです。  

                  

      コミュニティ・まちづくり活動の促進 

人権尊重のまちづくりの推進 

男女共同参画社会の形成 

住民と行政との連携強化 

自立する自治体経営の確立 

 

 

 

 

かたらいとふれあい

のある参画協働の

都市
ま ち
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第４章 新市建設の基本方針 

４ 人口の見通し 

（１）総人口 

新市の人口を平成７年と平成 12 年の２回の国勢調査結果に基づき、国立社会

保障・人口問題研究所の小地域簡易将来人口推計システムを利用して、コーホ

ートセンサス変化率法により概ね 10 年間の推計を行っています。その結果（平

成 18 年から平成 27 年の推計）は次頁の表のとおりとなり、わが国の人口の推

移と同じように減少傾向に転じていくことが予測されます。 

（２）３階層別人口 

平成 27 年の年少人口は、8,800 人（構成比 13.3％）と推計されます。 

生産年齢人口は、平成 27 年には 39,110 人（構成比 59.1％）と予測されます。 

老年人口は、平成 27 年には 18,320 人（構成比 27.6％）となり、ほぼ４人に

１人が高齢者となるものと推計されます。 

（３）世帯数 

１世帯当たり人数については、昭和 60 年から平成 12 年までの国勢調査結果

に基づきトレンド法により推計した結果（二次式を採用）、平成 18 年には 2.95

人、平成 27 年には 2.89 人と予測され、これを総人口の予測結果から（総人口

の予測結果／１世帯当たり人数）求めた世帯数は、平成 18 年 23,560 世帯、平

成 27 年 22,920 世帯と予測されます。 

 26



 

 

第４章 新市建設の基本方針 

〈人口・世帯数の推計結果〉 
（単位：人、％、世帯） 

年平均伸び率 年

 

項目 

平成 12 年 平成 18 年 平成 27 年
H12-H18 H18-H27 

総人口 70,220 69,480 66,230 △0.18 △0.53 

 年少人口 10,752 10,310 8,800 

 (14 歳以下) (15.3%) (14.8%) (13.3%) 
△0.70 △1.74 

 生産年齢人口 46,781 44,470 39,110 

 (15～64 歳) (66.6%) (64.0%) (59.1%) 
△0.84 △1.42 

 老年人口 12,685 14,700 18,320 

 (65 歳以上) (18.1%) (21.2%) (27.6%) 
2.49 2.48 

世帯数 22,891 23,560 22,920 0.48 △0.31 

一世帯当人数 3.07 2.95 2.89 － － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）平成 12 年には２人の年齢不詳を含む。 
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66,230

推計値は 10 人単位及び 10 世帯単位にまとめている。 
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第４章 新市建設の基本方針 

５ 土地利用の方向 

（１）基本方針 

「自然」と「暮らし」と「産業活動」が調和した良好な地域環境の形成に

努め、新市の将来像を実現するため、土地利用の基本方針を次のとおり定め

ます。 

 

○豊かな自然環境・景観の保全と活用 

○貴重な歴史資源の保全と活用 

○優良農地の保全と活用 

○森林の保全と活用 

○やすらぎのある生活空間の確保 

○にぎわいのある市街地の形成 

○観光・交流拠点の整備 

○ネットワーク化された道路・交通体系の確立 
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第４章 新市建設の基本方針 

（２）ゾーン別土地利用の方向 

土地利用は、まちづくりの基本的な要素であり、新市の発展に直結する極め

て重要な問題であることから、住民参画のもと慎重に検討を重ねた上で新たな

計画を立て、新市全体の合意形成を図っていく必要があります。 

したがって、ここでは、そのもととなる基本的な方向を示すこととし、具体

的な土地利用区分については、今後、新市の住民や事業者の積極的な参画のも

と、総合的に検討を重ね、新市の土地利用構想・計画や都市計画マスタープラ

ン、農業振興地域整備計画等を策定し、明確化していくこととします。 

 

 

 

新市における土地利用は次のゾーンに区分し、その利用の基本的な方向をゾ

ーン別に示すと以下のとおりです。 

①市街地ゾーン 

市街地については、公園やポケットパークの整備、道路の改良やネットワー

ク化を進め、必要に応じて土地区画整理事業を導入し、良質な住宅開発の誘導

を図って、良好な居住環境の創出に努めます。 

また、商店及び商店街の活性化とともに、商業施設の整備を図り、賑わいの

ある市街地の形成に努めます。 

②産業ゾーン 

既成工業地区や新産業誘致適正地区を「産業ゾーン」と位置づけ、既存立地

企業の支援の充実に努めるとともに、開発・整備が進んでいる用地及び誘導す

る工業用地については、優良企業の誘致を進めます。 

③農用地整備ゾーン 

農業の生産基盤として重要な農用地については、農業基盤の整備を図りつつ、

無秩序な開発やかい廃を抑制し、意欲ある担い手への利用集積を進めながら、

優良農地の維持確保に努めます。また、観光とタイアップした農業の推進に努

めます。 
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第４章 新市建設の基本方針 

④農村地域定住ゾーン 

農業環境と共存する集落形態を有する地域については、生活道路や下水道整

備を計画的に進め、農業と共存する農村定住地区として良好な居住環境の形成

に努めます。 

⑤親水やすらぎ・保養ゾーン 

河川やダムの流域一帯をやすらぎ・保養ゾーンと位置づけ、水辺の公園や緑

道等を整備し、うるおいのある環境の創出に努めます。 

⑥山林保全・活用ゾーン 

緑豊かな山林ゾーンについては、その保全に努め、生産基盤を整備するとと

もに、休養・保養のできる施設の整備・充実を図り、レクリエーション・交流

ゾーンとして活用していきます。 
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第５章 新市建設の基本施策 

１ 自然と共生する美しい環境・安全の都市
ま ち

 

２ 助け合いとともに生きる生涯現役の都市
ま ち

 

３ 個性あふれ次代を担う学習文化の都市
ま ち

 

４ 地域の活力を創造する産業交流の都市
ま ち

 

５ 住む喜びを実感できる生活優先の都市
ま ち

 

６ かたらいとふれあいのある参画協働の都市
ま ち

 

 



 

 

第５章 新市建設の基本施策 

１ 自然と共生する美しい環境・安全の都市
ま ち

 

（１）環境との共生の総合的推進 

緑・山・川などの美しく豊かな自然環境・景観の保全や快適性を求める住民

ニーズ、地球環境の保全や循環型社会の形成等の社会的要請に対応し、“環境”

の将来にわたっての保全を新市一体となって総合的に推進します。 

このため、全市的な環境の保全・創造に関する指針づくりのもと、行政自ら

の率先的な環境保全活動の推進をはじめ、自然環境・景観の保全、美しい景観

づくり、公害の防止から地球環境の保全まであらゆる分野における環境問題へ

の対応、さらには幼児期からの環境学習の推進や住民一人ひとりの自主的な環

境保全活動の促進など、あらゆる主体が参画した総合的な快適環境づくりを進

めます。 

 

（２）公園・緑地・水辺の整備 

住民の交流・いこいの場、スポーツ・レクリエーションの場、子どもが安心

して遊べる場を確保するため、市街地や集落内における身近な公園の整備を進

めるとともに、市外の人々との交流も見据え、湖をはじめ、森林資源等を活用

した、観光・交流機能も併せ持った特色ある公園・緑地、親水空間の整備を進

めます。 

また、これら公園・緑地・水辺等のネットワーク化や住民総参加による緑化

の促進に努め、新市ならではの地域資源を活かした緑のうるおいのある環境づ

くりを進めます。さらに、安全にも配慮した河川・水路の整備を進めます。 

 

（３）上下水道の整備 

住民の日常生活に欠かせない上水道については、施設の老朽化・耐震化への

対応や、水源の確保を図りながら、各種水道施設、簡易水道、小水道の整備を

計画的に進めるとともに、未普及地域の解消、水質管理体制の強化、水道事業

の健全運営を図り、安全かつ安定的な水の供給に努めます。 

また、美しい水環境を維持するため、各地域の条件にあわせて公共下水道事
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第５章 新市建設の基本施策 

業及び合併処理浄化槽設置整備事業などを計画的に進めていくとともに、下水

道普及率の向上及び施設の効率的な維持管理に努め、新市全域における下水道

整備の早期実現をめざします。 

なお、施設整備にあたっては、水環境、水循環の視点から、環境にやさしい

施設づくりに努めます。 

 

（４）環境衛生対策の充実 

年々増加傾向にあるごみについては、今後のごみの排出動向に即し、また廃

棄物・リサイクル関連法に基づき、今後ともごみ処理体制の充実に努めるとと

もに、住民啓発を積極的に行いながら、分別排出の徹底、自主的な発生抑制・

再使用・再生利用運動によるごみの減量化、不法投棄の防止に努め、循環型の

ゼロエミッション社会の構築をめざします。また、旧処理施設の適正解体等に

努めます。 

し尿処理については、下水道事業との整合性に留意しながら、今後ともし尿

処理体制の充実に努めるととともに、浄化槽の適正な維持管理を促進します。 

 

（５）消防・防災対策の充実 

過去の災害による被害の教訓を防災活動全般に活かすとともに、地震をはじ

め火災、風水害などのあらゆる災害に強いまちづくりを新市一体となって総合

的に進めます。 

このため、消防・救急活動能力の向上や消防設備の計画的更新を図るととも

に、消防団活動の活性化、常備消防・救急体制の一層の充実、避難施設の整備・

充実に努めるなど、地域消防・救急体制の強化を図ります。 

また、新市としての地域防災計画の策定のもと、総合的な防災体制の確立を

進めるとともに、防災意識の高揚や自主防災組織の育成、災害時の情報連絡体

制の整備、各種資機材の備蓄に努めます。さらに、国・県と連携しつつ、治山・

治水の推進、地滑り対策に努めます。 
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第５章 新市建設の基本施策 

（６）交通安全・防犯体制の充実 

日常生活圏の広がり等により自動車交通量がますます増加傾向にあるととも

に、高速交通機関の結節点にあるまちとして、警察や交通安全協会など関係機

関・団体と連携し、交通安全教育や啓発活動を一層積極的に推進するとともに、

危険箇所の点検・調査及び交通安全施設の整備を計画的に進め、交通事故のな

い安全なまちづくりを進めます。 

また、犯罪の凶悪化・低年齢化の傾向を踏まえ、警察や防犯協会などの関係

機関・団体との連携のもと、啓発活動を積極的に推進し、住民の防犯意識の高

揚及び自主的な地域安全活動を促進していくとともに、防犯灯などの防犯施設

の整備を計画的に進め、犯罪のない明るい地域社会の形成を進めます。 

 

（７）消費者対策の充実 

訪問販売や通信販売、インターネット販売など多様な販売形態が出現し、購

買・決済手段が複雑多様化する中で、消費者の権利を守り、トラブルを未然に

防止するため、県等と連携しながら、消費者教育・啓発や情報提供等を推進す

るとともに、相談体制の充実や消費者団体活動の促進に努め、自立する消費者

の育成を進めます。 

 

施策の項目 主要な事業 

地域環境総合計画の策定 

総合的環境整備の推進 

（１）環境との共生の総合的推進

観測態勢の強化 

堤防改修工事 

緑の基本計画策定事業 

丘陵公園整備事業 

街区公園整備事業 

都市計画公園台帳整備事業 

公園等施設整備事業 

ふれあい広場整備事業 

河川整備事業 

（２）公園・緑地・水辺の整備 

桜山公園整備事業 

ダム建設促進事業 

水道整備事業 

下水道計画調査事業 

下水道の整備促進事業 

（３）上下水道の整備 

農業集落排水処理施設整備計画調査事業 
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施策の項目 主要な事業 

環境衛生対策事業 

環境美化対策事業 

リサイクル施設の整備事業 

ごみ処理施設整備事業 

清掃運搬施設整備事業 

（４）環境衛生対策の充実 

浄化槽整備推進事業 

消防団装備等整備事業 

防火水槽整備事業 

消防施設整備事業 

地域防災無線整備事業 

総合防災訓練事業 

地すべり対策事業 

砂防事業 

排水対策事業 

避難・水防体制の強化 

急傾斜地崩壊対策事業 

（５）消防・防災対策の充実 

治山事業 

交通安全対策事業 （６）交通安全・防犯体制の充実

防犯関係事業 

（７）消費者対策の充実 消費者への助言・情報提供・相談等の充実 
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第５章 新市建設の基本施策 

２ 助け合いともに生きる生涯現役の都市
ま ち

 

（１）保健・医療体制の充実 

すべての人が健康寿命を伸ばし、いきいきと幸せに暮らせるよう、新市一体

となった健康づくりの指針策定のもと、保健・医療・福祉はもとより、教育・

建設・農林水産など様々な分野の相互の連携を強化し、住民の健康づくり意識

の高揚と自主的な健康づくりを総合的に促進します。 

また、子どもが健やかに産まれ育つための母子保健の充実をはじめ、生活習

慣病予防・介護予防に重点を置いた老人保健の充実、精神保健・難病・感染症

対策の充実、歯科保健や予防接種の充実など、人生の各期に応じた保健サービ

スの充実に努めます。 

医療については、ますます高度化、多様化する医療ニーズに対応し、特色あ

る病院として、医療施設の整備充実を進めるとともに、救急・休日・夜間の医

療体制の充実を図り、地域医療体制の強化・ネットワーク化に努めます。 

 

（２）地域福祉の推進 

就業構造や社会環境、家族形態の変化などにより地域で互いに支え合う機能

が低下しつつある中で、すべての住民が地域で支え合い助け合いながら共に生

きることができる優しい社会づくりをめざし、新市としての地域福祉計画策定

のもと、福祉活動の中核的役割を担う社会福祉協議会をはじめ、民生・児童委

員や各種福祉団体、福祉ボランティア団体、ＮＰＯ等の福祉活動を積極的に育

成・支援していきます。 

また、福祉教育や啓発活動を通じた住民の福祉意識の高揚及び相互支援精神

の定着、福祉ボランティアの育成及びネットワーク化、身近なコミュニティに

おける福祉体制づくりを図り、住民総参加の地域福祉体制の確立に努めます。 

 

（３）子育て支援施策の推進 

子育てするならこの地域でというアピールのもとに、次世代育成支援行動計

画を策定し、関係部門、関係機関・団体が一体となって、家庭や地域の子育て

 35
 



 

 

第５章 新市建設の基本施策 

機能を支え、若い世代が安心して子どもを産み、ゆとりをもって育てていくこ

とができる環境づくりを総合的に進めます。 

このため、多様化する保育ニーズに即した保育サービスの充実をはじめ、子

育てに関わる相談・学習・交流機能の充実、子育て支援センターの拡充、児童

館の整備、母子保健サービスの充実、さらには職場における子育て環境づくり

や育児に配慮した住環境等の整備、児童虐待の防止など、多面的な施策を推進

します。 

また、母子・父子家庭等のひとり親家庭が安定した生活を送れるよう、関係

機関と連携しながら各種の支援を推進します。 

 

（４）高齢者施策の充実 

本格的な高齢社会の到来に対応し、新市としての介護保険事業計画及び高齢

者保健福祉計画の策定のもと、民間事業者等多様な主体と連携しながら、各種

介護保険対象サービスの充実を進めていくとともに、介護保険対象外の高齢者

に対する自立・生活支援サービスの充実を図ります。 

また、寝たきり・痴呆の予防など介護が必要な状態にならないための健康づ

くり施策の強化、老人クラブ活動の支援や高齢者の生きがい対策、社会参加の

促進に努めます。 

さらに、これらの各種施策・サービスの提供基盤を強化するため、民間も含

めて高齢者関連施設の整備・確保を進めるほか、介護保険制度に関わる事務や

啓発・相談体制の充実、民間事業者との連携強化、必要な人材の確保等を進め

ます。 

 

（５）障害者施策の充実 

精神障害者や難病患者も含めた障害者の「完全参加と平等」の実現のため、

新市としての障害者計画策定のもと、啓発・広報活動や交流活動等を通じて障

害者に対する住民の理解と認識を深め、心の障壁を取り除いていくとともに、

総合的な相談・情報提供体制の整備や、保健・医療サービスの充実、支援費制

度に基づく福祉サービスの充実を進めます。 

また、雇用機会の拡大や社会参加の促進、バリアフリー、ユニバーサルデザ
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インの視点からのまちづくりなど、あらゆる分野で障害者に配慮した施策の推

進に努めます。 

 

（６）社会保障の充実 

低所得者が自立し、健康で文化的な暮らしを営むことができるよう、関係機

関や民生・児童委員との連携のもと、相談・指導体制の充実に努めるとともに、

生活保護制度等の適切な運用に努めます。 

また、住民の健康の保持及び福祉の増進を図るため、医療給付事業の適切な

運用に努めます。 

さらに、厳しい財政状況にある国民健康保険事業の健全な運営を図るため、

被保険者の健康づくり意識の高揚と自主的な健康づくりの促進に努めるほか、

国民年金制度に関する啓発活動や相談の充実等を通じて制度への理解と認識を

深めていきます。 

 

施策の項目 主要な事業 

保健・福祉・医療の連携強化 

病院施設整備事業 

救急医療の充実推進 

（１）保健・医療体制の充実 

健康増進事業の充実 

地域福祉計画の策定 

ユニバーサルデザインの推進 

（２）地域福祉の推進 

総合保健福祉センター整備事業 

次世代育成支援地域行動計画の策定 

子育て支援施策の拡充 

母子保健事業の推進 

児童健全育成対策事業 

（３）子育て支援施策の推進 

児童館建設事業 

高齢者自立促進事業 

高齢者介護サービス事業 

老人保健事業 

介護予防事業 

（４）高齢者施策の充実 

高齢者福祉施設整備事業 

身体障害者福祉事業 

知的障害者福祉事業 

（５）障害者施策の充実 

精神保健福祉事業 
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３ 個性あふれ次代を担う学習文化の都市
ま ち

 

（１）生涯学習社会の形成 

住民一人ひとりが生涯にわたって主体的に学習活動を行い、自己実現を図り

ながら充実した人生を送るとともに、その成果が適切に評価され、新市のまち

づくりに活かせるよう、総合的な学習環境・条件の整備を図り、生涯学習社会

の形成を進めます。 

このため、新市一体となった生涯学習推進体制の整備のもと、生涯学習・文

化・交流施設の整備をはじめとする施設環境の充実、指導者・ボランティア等

の人材登録・活用体制の整備、情報化施策とも連動した学習情報提供体制の整

備等を図って生涯学習の基盤整備を進めるとともに、住民ニーズや新市の地域

特性に即した特色ある学習プログラムの整備を進め、学習機会の充実に努めま

す。 

 

（２）幼児教育・学校教育の充実 

次代の新市を担う子どもたちが、生きる力と豊かな心を育み、心身共にたく

ましい人間として成長していくことができるよう、幼児教育の充実に努めるほ

か、義務教育においては、「総合的な学習の時間」等を活用しながら、基礎・基

本の確実な定着はもとより、新市の自然や歴史、風土、地域の人材等を活かし

た特色ある教育・特色ある学校づくり、国際化、情報化、環境問題、人権尊重、

ボランティアをはじめとする様々な課題に対応した社会変化に主体的に対応で

きる力や豊かな心を育む教育を一層推進します。 

また、学校施設の老朽化への対応や耐震性の強化、安全管理の強化、新たな

教育内容への対応等を総合的に勘案し、各学校施設・設備の整備充実を計画的

に推進し、快適で安全な教育環境の創出に努めるとともに、家庭や地域との連

携・融合、いじめや不登校などの心の問題への対応、障害児教育の充実、学校

給食の充実・施設の整備、通学対策の推進、さらには高等学校の建設、小・中

学校と地域との連携強化の促進など、総合的な教育環境の整備を進めます。 
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（３）生涯スポーツの振興 

住民一人ひとりが生涯にわたってスポーツに親しみ、健康づくりの基盤とし

てスポーツを生活の中に定着させることができるよう、スポーツ活動の推進、

スポーツ教室の拡充、既存スポーツ施設の充実及び管理運営体制の充実に努め

るとともに、スポーツ施設の整備を図ります。 

また、各種スポーツ団体・クラブの育成や指導者の育成・確保、スポーツ教

室・大会の充実、スポーツ情報の収集・提供、総合型地域スポーツクラブの育

成など、スポーツの日常化に向けた活動の場と機会の充実に努めます。 

 

（４）青少年の健全育成 

社会環境が大きく変化し、青少年をめぐる様々な問題が表面化してきている

中、青少年が心身共にたくましく、新市の担い手として健全に育成されるよう、

家庭、学校、地域、関係機関・団体、行政の相互の連携を強化し、新市として

の一体的な体制整備を図り、非行の防止や環境の浄化など健全な社会環境づく

りに向けた各種の活動を推進するとともに、健全育成に最も大きな役割を果た

す家庭の教育機能の向上、青少年の体験・交流活動やボランティア活動への参

画機会の拡充、青少年団体や指導者の育成に努めます。 

 

（５）地域文化の継承と創造 

うるおいのある豊かな市民生活を確保するとともに、新市ならではの個性的

な文化の継承・創造を促すため、各種芸術・文化団体の育成・支援を通じて市

民の自主的な芸術・文化活動の一層の活発化を促進していくとともに、多様な

芸術・文化を鑑賞する機会や活動成果の発表機会の拡充、指導者の育成・確保

に努めるなど、総合的な文化環境の整備を図ります。 

また、新市内に存在する貴重かつ多様な歴史的文化資産の調査・保存・活用、

芸能、行事などの調査と保存・活用を進めるとともに、より多くの人々が新市

の歴史や文化にふれあえる機会の提供に努めます。さらに、地域文化の振興と

新市の一体感醸成に向けて、イベントの開催や地域文化振興に資する事業等の

開催を、10 億円の基金の果実運用によって取り組みます。 
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（６）交流活動の推進 

これまでの交流の歴史と経験を活かして、国際化の一層の進展に対応し、外

国語教育、外国語講座の充実や、国際感覚あふれる人材の育成を進めるととも

に、国際交流組織の育成強化など新市一体となった国際交流推進体制の整備の

もと、国際協力活動の促進、外国人住民との交流の促進等に努めます。 

また、あらゆる分野で外国人が暮らしやすく行動しやすい世界に開かれたま

ちづくりを進めます。 

さらに、優れた自然や貴重な歴史・文化資源、産業資源等の地域特性・資源

を活かしながら、国内をはじめ他市区町村や学校等との交流活動を展開し、新

市の活性化や住民生活の向上に役立てていきます。 

 

施策の項目 主要な事業 

生涯学習推進総合計画の策定 

藤高跡地整備事業 

旧高山邸整備事業 

学校跡地整備事業 

（１）生涯学習社会の形成 

生涯学習施設整備事業 

学校等教育施設整備事業 

高等学校建設事業 

学校施設ネットワーク整備事業 

学校給食施設整備事業 

（２）幼児教育・学校教育の充実

スクールバス整備事業 

スポーツ施設整備事業 

スポーツ振興事業 

（３）生涯スポーツの振興 

総合運動公園整備事業 

青少年の健全育成の推進 （４）青少年の健全育成 

青少年関連施設の充実 

芸術文化振興事業 

遺跡詳細分布調査事業 

史跡整備事業 

郷土博物館整備事業 

古墳・城跡整備調査事業 

（５）地域文化の継承と創造 

天然記念物(冬桜)保護事業 

国際交流事業 （６）交流活動の推進 

地域間交流事業 
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４ 地域の活力を創造する産業交流の都市
ま ち

 

（１）農業の振興 

高い生産性を誇る農業については、農業後継者の減少や兼業化、農地の遊休

化等の問題が進む中、後継者の確保・育成、農地の集約化、農業生産基盤の一

層の充実を進めながら低コスト化を図り、高付加価値作物の導入、観光農業の

促進、環境保全型農業の推進などにより、農業生産体制の強化に努めます。 

また、農業関連機関・団体や消費者グループとの提携の促進、加工食品の開

発等付加価値の高い営農類型への移行や一層のブランド化、地域特産物の産地

化、加工・流通体制の充実等を促進します。 

さらに、環境と調和した循環型農業の促進をはじめ、「地産地消」の視点に立

った特産物の販売や、農業・農村体験を通じた都市との交流による農業の展開

を促進し、新たな時代に即した魅力ある農業の実現と農業の持つ多面的な機能

の活用に努めます。 

 

（２）林業の振興 

新市の総面積の約 58 パーセントを占め、群馬県の三大林業地帯の一つでもあ

る広い森林を活用した林業については、木材価格の低迷や担い手不足等により

厳しい状況が続く中、森林が将来にわたって適正に管理され、持続可能な森林

経営が行われるよう、林道・作業道の整備など林業生産基盤の充実を進めると

ともに、林業関係者の合意形成のもと、森林組合を中心とした合理的、効率的

な森林施業を促進します。 

また、水源のかん養や山地災害の防止、地球環境の保全など森林の持つ多面

的機能の高度発揮に向け、森林の保全及び育成、治山対策の促進に努めるほか、

県産材センターとの連携のもと、住宅などへの地元産材の活用、森林・林業体

験や環境学習、森林浴の場として活用し、森林空間の総合的利用を図ります。 

 

（３）商業・サービス業の振興 

新市の商業については、購買力の流出などもみられ、厳しい状況も一部にあ
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りますが、車社会の一層の進展や消費者ニーズの多様化、販売競争の激化など

の商業環境の変化に対応できるよう、関係機関・団体と一体となった指導・支

援体制の整備のもと、経営者の意識改革や後継者の育成をはじめ、地域に密着

したサービスの展開、観光や地場産業との連携、ＩＴ時代に即した販売展開、

魅力あるイベントの開催等を促進していくとともに、市街地整備等と連動した

商店街の環境・景観整備に努め、人々が賑わう場の再生と創造を進めます。 

また、高齢化の進行や女性の社会進出など、社会・経済情勢の変化に即した

生活支援サービスや余暇関連サービスなど、サービス業の育成・振興に努める

ほか、ＮＰＯ等の地元団体や住民自らが社会サービスの提供や商品販売等を行

う地域密着型事業活動であるコミュニティビジネスの形成を促進していきます。 

 

（４）鉱工業・地場産業の振興 

新市の工業については、長引く不況や経済のグローバル化に伴う諸問題が表

面化する中、新市一体となった工業支援・研究開発体制の整備のもと、経営指

導や制度資金の活用はもとより、異業種間交流や産学官交流の促進、新技術・

新製品の開発支援等を進め、既存企業の経営の合理化及び技術力の向上、新規

事業の展開等を促進します。 

また、藤岡ジャンクションの活用を図るため、その周辺地域における流通・

工業団地の整備を進め、付加価値の高い環境と共生する優良企業の誘致を進め

ます。 

さらに、農業と連携した食品加工等の地場産業の開発をはじめ、庭石加工業

等の伝統的な地場産業については、後継者の育成や新製品の開発、観光との連

携強化、ＰＲ活動等を積極的に促進し、その育成・振興に努めます。 

 

（５）観光・観光関連産業の振興 

高速交通網が充実し、国指定名勝及び天然記念物の桜山森林公園の冬桜や

三波石峡などの景勝地をはじめ、スポーツ観光施設、温泉、湖、ゴルフ場な

ど数多くの貴重な観光資源を有し、多くの入込を持つ新市の観光については、

多様化、個性化が進む観光ニーズに応えられる滞在型、体験・参加型の一大

観光地の形成に向け、既存観光資源の保全及び一層の機能強化、魅力化を進
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めていくとともに、新市の特色を活かした新たな観光・交流の場の創出や魅

力ある周遊ルートの整備を進めます。 

また、特色ある観光・交流イベントの開催、観光ＰＲ活動の強化、統一デ

ザインによる観光案内板の整備、新市ならではの農林業と連携した観光の展

開、広域観光体制の整備など、多面的な取り組みを推進します。 

 

（６）雇用機会の確保と安定 

雇用をめぐる状況が一層厳しさを増す中、住民の雇用の場の確保と雇用の安

定に向け、企業誘致や観光産業の振興をはじめとする各種産業振興施策を積極

的に推進し、多様な雇用の場の拡充に努めるほか、ハローワークなど関係機関

との連携のもと、新市一体となった就職相談や情報提供、時代変化に即した人

材育成・研修機能の整備を図り、若年労働者の地元就職及びＵ・Ｊ・Ｉターン

の促進、女性や高齢者、障害者の雇用促進に努めます。 

また、労働条件の向上や働きやすい職場環境づくりを促進していくほか、福

利厚生機能の充実を進め、すべての就業者がゆとりを持って健康で快適な勤労

生活を送れる環境づくりに努めます。 

 

施策の項目 主要な事業 

経営体育成基盤整備事業 

農地等高度利用促進事業 

中山間地域総合農地防災事業 

国営かんがい排水事業 

農業用河川工作物応急対策等事業 

耕畜連携による堆肥流通システム整備事業 

家畜防疫体制強化事業 

優良家畜の導入事業 

土地改良に係る非農用地整備事業 

農道・用排水施設整備事業 

ほ場整備事業 

有機農業支援事業 

中山間地農業振興事業 

農業振興事業 

（１）農業の振興 

農産物等直売施設整備事業 

林道・林業作業道整備事業 

県産材センター建設事業 

（２）林業の振興 

森林の育成保全事業 

商業基盤整備事業 （３）商業・サービス業の振興 

商業経営基盤育成事業 
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施策の項目 主要な事業 

工業振興事業 

庭石業の振興 

産業集積の促進 

新たな工業団地の造成 

中小企業の振興育成 

（４）鉱工業・地場産業の振興 
 

企業誘致の促進 

観光振興事業 

観光拠点のネットワーク整備 

三波石峡及び神流湖周辺整備事業 

（５）観光・観光関連産業の振興

観光ルートの整備 

産業集積の促進 （６）雇用機会の確保と安定 

企業誘致の促進 
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５ 住む喜びを実感できる生活優先の都市
ま ち

 

（１）計画的な土地利用の推進 

将来にわたって限られた貴重な資源である土地の高度かつ有効な利用を図る

ため、広域高速交通網の整備を見越した地域全体の広域的な地域構造の変化や

社会・経済情勢の変化を的確に見通し、住民の積極的参画のもと、「土地利用の

方向」に基づいた新市としての土地利用関連計画（国土利用計画、都市計画マ

スタープラン、農業振興地域整備計画）を策定します。 

また、これら土地利用関連計画、関連法、条例等についての周知を図るとと

もに、その一体的な運用による適正な規制・誘導に努め、無秩序な開発行為の

未然防止や土地利用区分に応じた適正な土地利用への誘導を図ります。 

 

（２）市街地の整備 

環境と共生する安全で快適な居住空間と産業や文化、情報の集積を生み出す

魅力ある市街地環境の創出に向け、新市の都市計画マスタープランに基づき、

全市的な検討による市街地整備体制の確立及び気運の醸成のもと、道路、公園、

公共下水道等の都市基盤整備を進めるとともに、土地区画整理事業の導入等に

より良好な環境の新市街地の形成を進めます。 

また、行政拠点機能をはじめ、交通・情報拠点機能、商業・業務機能、教育・

文化機能をはじめとする多様な都市拠点機能の誘導・集積を進め、賑わいと活

気あふれる市街地の形成を進めます。 

さらに、ＪＲ高崎線北藤岡駅の設置及び新駅を念頭に置いた周辺の開発・整

備を検討します。 

 

（３）道路ネットワークの整備 

新たな時代の交流拠点にふさわしい道路基盤づくりに向け、周辺市町村や関

越自動車道及び上信越自動車道へのアクセスの向上、新市内の各地域間の連携

強化、安全性・利便性の一層の向上など、新市の発展方向を的確に見据え、国・

県道の整備を関係機関に積極的に要請し、新市の骨格となる広域幹線道路網の
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整備を促進します。 

また、これら広域幹線道路網との連携や機能分担に留意しながら、幹線市道

や身近な生活道路の整備を計画的に進めます。 

道路整備にあたっては、最重要課題として渋滞交差点解消のため右折レーン

の設置に取り組み、交通安全施設の整備及び環境・景観面、防災面、福祉面に

も配慮した、安全でうるおいのある道づくりに努めます。 

 

（４）住宅の整備 

定住の促進と快適な居住環境づくりに向け、居住系市街地の計画的な整備・

拡充や住宅用地の造成等による新たな住宅地の形成を進めるとともに、既成住

宅地も含め、適切な開発指導を図りながら、今日の多様なニーズや地域特性に

即した良質な住宅建設及び美しい街並みづくりを促進します。 

また、公営住宅については、若者の定住促進をはじめ、高齢者や障害者への

配慮・地元産材の活用などの視点を取り入れながら、住宅の建て替え・改善及

び新規住宅の建設を計画的に進めます。 

 

（５）公共交通の充実 

公共交通については、鉄道の利便性の向上を図るとともに、バス路線の充実

や路線バスの運行の見直し、バスの運行しやすい道路整備とともに、市内を循

環するバス路線の検討を行うとともに、代替バスの運行についてもその継続に

努めます。 

 

（６）情報ネットワークの整備 

ＩＴが日常生活に身近なものとなり、高度情報化が一層進展する中、住民満

足度の向上と地域社会の振興に向け、広域的な整備動向も踏まえながら、新市

にふさわしい情報化について研究を進め、総合的な計画づくりを進めるともに、

これに基づき、高速・大容量化に対応した高速通信基盤の一体的整備・確保や、

保健・医療・福祉、生涯学習・文化、環境、産業、消防・防災、広報・広聴な

ど多様な分野における情報ネットワークの整備を図り、新市全体の情報化及び
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電子自治体の構築を進めます。 

また、これらを利用・運用する住民や職員のＩＴスキルの向上を図るため、

ＩＴ教育・研修を積極的に推進します 

 

施策の項目 主要な事業 

国土調査事業・地籍調査 （１）計画的な土地利用の推進 
 都市計画マスタープラン策定事業 

中心市街地活性化事業 

中心市街地整備事業 

市街地整備基本計画策定事業 

都市景観整備事業 

（２）市街地の整備 

区画整理事業 

国道整備事業 

主要地方道整備事業 

主要地方道バイパス整備事業 

県道整備改良事業 

市道整備改良事業 

インターチェンジ周辺整備事業 

街路整備事業 

サイクリングロードネットワーク事業 

緊急地方道路整備事業及び地方特定道路整
備事業 

（３）道路ネットワークの整備 
 

主要地方道交通安全施設整備事業 

若者定住対策促進事業  （４）住宅の整備 

公営住宅整備事業 

バス交通の拡充 

ＪＲ高崎線・八高線の整備と利便性の向上 

（５）公共交通の充実 

公共交通再編事業 

（６）情報ネットワークの整備 地域ネットワーク整備事業 
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６ かたらいとふれあいのある参画協働の都市
ま ち

 

（１）コミュニティ・まちづくり活動の促進 

新たな時代の住民自治のまちづくり、地域からのまちづくりを進めるため、

コミュニティの意義や役割についての啓発活動を推進します。 

また、身近な活動拠点の整備充実や自主管理・運営の促進、コミュニティリ

ーダーの育成、さらには地域の伝統・文化を保存・継承する特色ある活動や個

性あるコミュニティづくり等に対する支援の推進など、地域からの創意と工夫

による自立したまちづくりが展開できる環境づくりを進め、新時代のコミュニ

ティ形成を促進します。 

 

（２）人権尊重のまちづくりの推進 

女性や子ども、高齢者、障害者、外国人等への差別・偏見など、あらゆる人

権問題に対する住民一人ひとりの理解を一層深め、すべての人々がお互いの人

権を尊重し、支え合いながら生きる共生社会を築いていくため、学校や職場、

地域社会などあらゆる場を通じて人権教育や啓発活動を推進し、人権尊重のま

ちづくりを進めます。 

 

（３）男女共同参画社会の形成 

男女が社会の構成員として、あらゆる分野に対等な立場で役割・責任を共有

しながら参画し、個性や能力を十分に発揮して主体性を持った生き方ができる

よう、新市としての総合的な指針づくりのもと、住民の意識啓発や学習機会の

拡充をはじめ、政策・方針決定の場への共同参画、自分らしい多様な生き方が

選択できる環境・条件の整備等を進め、男女共同参画社会の形成に努めます。 

 

（４）住民と行政との連携強化 

それぞれの地域でこれまで培われてきた住民参画・協働のまちづくりが新市

において一層活発に進められるよう、住民と行政とのパートナーシップの強化
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を図ります。 

このため、新市としてのホームページの作成・活用をはじめ、ＩＴの活用等

による広報・広聴機能の強化を図るほか、多くの機会をとらえて行政の仕組み

やまちづくりに関する情報提供や意識啓発、学習機会の提供を図ります。 

また、新市の各種行政計画の策定・実施・点検・見直し、施設の整備・管理・

運営、環境の管理等への住民の参画・民間の参入を促進していきます。さらに、

多様な住民団体・ボランティア・ＮＰＯの育成・支援とその企画・立案による

協働のまちづくりを進めます。 

 

（５）自立する自治体経営の確立 

地方分権時代の個性的で自立した自治体経営の確立に向け、自己決定・自己

責任を基本に、多様な分野における地方分権を積極的に推進するとともに、行

政組織・機構の見直しや事務事業の見直し、電子自治体の構築、職員の意識改

革と資質向上、行政評価制度の導入など、新市としての行政改革を計画的に進

めていくとともに、情報公開を推進します。 

また、周辺自治体との連携強化のもと、新市としての広域行政を推進します。 

さらに、合併後の中・長期的な財政状況を展望し、すべての分野にわたる経

費の節減合理化や自主財源の確保・拡充に努めるとともに、バランスシートな

どの財政分析・評価手法を導入しながら、財源の重点配分に努め、限られた財

源で最大の効果を上げる計画的、効率的な財政運営を推進します。 

 

施策の項目 主要な事業 

地域づくり事業 

コミュニティ組織の確立 

（１）コミュニティ・まちづくり活
動の充実 

コミュニティ施設の整備 

（２）人権尊重のまちづくりの推進人権教育・啓発活動の推進 

（３）男女共同参画社会の形成 女性政策事業 

広報広聴事業 

情報公開の充実 

個人情報保護の充実 

窓口サービスの充実 

（４）住民と行政の連携強化 

ボランティアネットワークの充実 

庁舎整備事業 

庁内ネットワーク基盤整備事業 

行財政改革実施計画の策定 

総合行政評価制度の導入 

自主財源の確保 

職員の適正配置と計画的な定員管理 

（５）自立する自治体経営の確立 
 

職員の能力向上 
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第６章 新市における群馬県事業の推進 

１ 群馬県の役割 

本計画における新市の将来像を実現するためには、合併による新市の建設を

総合的、効果的に進め、速やかな一体性の確立や地域資源を最大限活用した魅

力ある地域づくりができるよう、群馬県が主体となって実施する事業が必要不

可欠です。そこで、今後、新市における群馬県事業として要望するものを下記

のとおり示しています。 

 

２ 新市における群馬県事業 

基本施策 施策の項目 事業名 

桜山公園整備事業 

一級河川温井川広域基幹河川改修事業 

（２）公園・緑地・
水辺の整備

一級河川三波川左岸整備事業 

小柏地区地すべり対策事業 

滝の沢通常砂防事業 

保美濃山地すべり対策事業 

久々沢通常砂防事業 

中付沢通常砂防事業 

急傾斜地崩壊対策事業 

１．自然と共生す

る美しい環境 

・安全の都市
ま ち

（５）消防・防災
対策の充実

県単治山事業 

３．個性あふれ次

代を担う学習

文化の都市
ま ち

（２）幼児教育・
学校教育の
充実 

群馬県立藤岡中央高等学校建設事業 

中山間地域総合農地防災事業（牛秣第３期） 

経営体育成基盤整備事業（藤岡南部） 

農業用河川工作物応急対策等事業（牛田地区）

（１）農業の振興

ふるさと農道整備 

４．地域の活力を

創造する産業

交流の都市
ま ち

（２）林業の振興 県産材センター建設 

主要地方道前橋長瀞線バイパス整備事業 

主要地方道寺尾藤岡バイパス建設事業 

主要地方道前橋長瀞線街路負担金事業（柳瀬橋架
替） 

主要地方道藤岡大胡線交差点改良事業（下栗須地
内） 

サイクリングロードネットワーク事業（県事業）

町道３１８３号線（大沢・雲尾）緊急地方道路整
備事業及び地方特定道路整備事業 

一般県道下日野・神田線整備事業 

５．住む喜びを実

感できる生活

優先の都市
ま ち

（３）道路ネット
ワークの整
備 

一般県道会場・鬼石線整備事業 
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第７章 公共施設の統合整備の基本的考

え方 

 



 

 

第７章 公共施設の統合整備の基本的考え方 

公共的施設の統合整備と適正配置については、住民生活に急激な変化を及ぼ

さないように、地域特性や地域間のバランスを十分配慮して逐次検討していき

ます。 

また、新たな公共施設の整備にあたっては、財政事情を考慮しながら、事業

の効果や必要性について十分に検討するとともに、既存施設の有効活用などの

検討も図り、効率的な整備に努めます。 
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第８章 財政計画 

１ 前提条件 

２ 歳入・歳出 

 

 



 

 

第８章 財政計画 

１ 前提条件 

本財政計画は、新市の財政運営の指針となるものです。平成 18 年度から平成

27 年度までの 10 年間について、歳入・歳出（普通会計ベース）を推計するとと

もに、合併に伴う削減効果、国による財政支援等を反映させ、一層の行財政改革

を推進することとしています。 

なお、現在、国においては「三位一体の改革」が進められていますが、改革途

中の現時点では不確定であることから、現行の行財政制度を基本として推計して

います。 

新市においては、本計画を指針にしながら、今後の地方財政を取り巻く動向に

留意し必要に応じて修正を加えながら、健全財政を基調とした財政運営を行って

いくことになります。 

 

（１）歳入 

① 地方税 

今後の経済状況の判断は非常に困難なため、現行税制度を基本に、過去の実績

や将来の人口推計を勘案して推計しています。 

② 地方交付税 

現行地方交付税制度を基本に、合併による普通交付税の算定の特例（合併算定

替）制度や、合併に係る交付税措置等を見込み推計しています。 

③ 国庫支出金・県支出金 

過去の実績を踏まえ、合併に係る合併市町村補助金等の財政支援を見込み推計

しています。また、合併後における鬼石町分の生活保護負担分も考慮しています。 

④ 地方債 

新市建設計画事業に伴う合併特例債、通常債を見込み推計しています。また、

現行の地方財政制度を基本に、臨時財政対策債を見込み推計しています。 
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第８章 財政計画 

（２）歳出 

① 人件費 

合併に伴う特別職、議員の削減を見込み推計しています。 

一般職については、新市において定員適正化計画を策定し、事務事業に応じた

適正な職員数に配慮しつつ職員数削減の方向で取り組むことになりますが、現時

点では合併後の退職者の補充を抑制することによる一般職員の減少を見込み推計

しています。 

② 物件費 

合併直後は需要が見込まれるものとし、行政改革を進める観点から一定の削減

額を見込み推計しています。 

③ 扶助費 

過去の実績を踏まえながら、人口推計による老年人口の伸び率等を勘案すると

ともに、生活保護費の増加分を見込み推計しています。 

④ 補助費等 

過去の実績を踏まえながら、行政改革を進める観点から一定の削減額を見込み

推計しています。 

⑤ 公債費 

平成 17 年度までの地方債に係る償還予定額に、新市における新たな地方債に係

る償還額を見込み推計しています。 

 

⑥ 積立金 

合併後の地域振興のための基金に係る積立金を計上しています。 

⑦ 繰出金 

現行制度を基本としながら、人口推計を勘案し、合併による事務経費の削減効

果を見込み推計しています。 
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第８章 財政計画 

⑧ 普通建設事業費 

財政運営の健全性確保を前提に、投資可能な普通建設事業費を見込み推計して

います。 
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第８章 財政計画 

２ 歳入・歳出 

■歳入 

(単位：百万円) 

区  分 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度

地方税 7,836 7,815 7,794 7,773 7,752 7,720 7,688 7,656 7,624 7,593

地方譲与税 309 309 309 309 309 309 309 309 309 309

各種交付金 1,309 1,309 1,309 1,308 1,309 1,309 1,309 1,309 1,310 1,309

地方交付税 4,416 4,093 3,972 3,884 3,957 3,934 4,001 4,051 4,102 4,152

分担金・負担金 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381

使用料・手数料 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399

国庫支出金 1,793 1,753 1,758 1,623 1,663 1,618 1,607 1,657 1,610 1,602

県支出金 1,364 1,304 1,318 1,266 1,340 1,271 1,260 1,351 1,280 1,274

財産収入 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59

寄附金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

諸収入 1,115 1,115 1,115 1,115 1,115 1,115 1,115 1,115 1,115 1,115

地方債 2,972 2,741 2,773 2,301 2,531 2,331 2,306 2,584 2,380 2,370

歳入合計 21,953 21,278 21,187 20,418 20,815 20,446 20,434 20,871 20,569 20,563

■歳出 
区  分 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度

人件費 4,128 4,151 3,996 4,237 3,993 4,214 4,165 3,652 3,954 3,876

物件費 3,309 3,248 3,201 3,139 3,107 3,074 3,041 3,008 2,976 2,943

維持補修費 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222

扶助費 3,284 3,261 3,238 3,215 3,192 3,165 3,138 3,111 3,084 3,057

補助費等 2,417 2,412 2,408 2,403 2,399 2,392 2,385 2,378 2,370 2,363

公債費 2,433 2,372 2,310 2,195 2,098 2,198 2,344 2,391 2,491 2,622

積立金 340 340 340 0 0 0 0 0 0 0

投資及び出資・

貸付金 
611 611 611 611 611 611 611 611 611 611

繰出金 1,877 1,894 1,911 1,928 1,945 1,966 1,988 2,010 2,032 2,054

普通建設事業費 3,332 2,767 2,950 2,468 3,248 2,604 2,540 3,488 2,829 2,815

歳出合計 21,953 21,278 21,187 20,418 20,815 20,446 20,434 20,871 20,569 20,563
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